
 
 

 
 
  



 



⼩学校専科教員に対する
⼩学校教諭免許状の授与要件の緩和

東 京 都
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（参考）中学校教諭免許状を有する者による
⼩学校専科担任数（平成２９年度）

（⽂部科学省「教育職員免許状授与件数等調査より）

全国 ５，７０４名
⾳楽、図画⼯作、体育、家庭、外国語活動など
全教科に渡っている。

東京都 １，６８７名
（内訳） ⾳楽 ９４９名 図画⼯作 ７０３名

家庭 ３５名
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⼩学校における専科教員の状況
中学校⼜は⾼等学校の教諭の免許状を有する者
⇒ その免許状に係る教科に相当する教科の⼩学校等の主幹教諭、
指導教諭、教諭等となることができる（教育職員免許法第１６条の５）。

現 状 ①
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全国的に⼩学校教員受験者数の減少
及び採⽤倍率の低下

現 状 ②

＜参考＞⼩学校教員採⽤選考及び受験者数の状況

（注）倍率は採⽤者数／受験者数（全国）、名簿登載者数／受験者数（東京都）、年度は採⽤年度

倍 人

【参考】平成31年１⽉25⽇中教審「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き⽅改⾰に
関する総合的な⽅策について（答申）」より

『国際的にも評価されている「⽇本型学校教育」を展開する中で、我が国の学校教育の⾼い成果が、教員勤務実態調査に⽰されている教師の
⻑時間にわたる献⾝的な取組の結果によるものであるならば、持続可能であるとは⾔えない。「ブラック学校」といった印象的な⾔葉が独り歩きする
中で、意欲と能⼒のある⼈材が教師を志さなくなり、我が国の学校教育の⽔準が低下することは⼦供たちにとっても我が国や社会にとってもあって
はならない。」
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⼩学校教育の専⾨性向上の必要性
学習指導要領の改訂など、専⾨的な指導内容が増えてきていることから、⼈材
確保が求められるとともに、⼩学校教育の専⾨性向上が求められる。

現 状 ③

■ 専⾨性の確保
⾳楽、図画⼯作、家庭等 ＋ 学習指導要領改訂による新設・変更となる教科等

（・外国語活動（３、４年） ・外国語（５、６年） ・特別の教科 道徳）

■ ⼩学校教育における特⾊
平成31年４⽉17⽇中教審 諮問 「新しい時代の初等中等教育の在り⽅について」より

＜審議依頼内容（抜粋）＞
第⼀ 新時代に対応した義務教育の在り⽅について

「義務教育９年間を⾒通した児童⽣徒の発達の段階に応じた学級担任制と教科担任制の在り⽅や，習熟度
別指導の在り⽅など今後の指導体制の在り⽅」

⇒ ⼩学校教育の特⾊を理解した⼈材を確保するとともに、
⼩学校教育の専⾨性を向上させる必要がある。

⼩学校

中学校教諭免許状保持者
＋

⼩学校における発達段階に応じた教育の専⾨性

⼩学校教諭免許状保持者
＋

教科に関する専⾨性
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課題（⽀障事例）
 中学校教員が勤務実績を活⽤して⼩学校教諭免許を取得する場合、所定の単位数のほか、
当該学校（中学校）において３年間勤務することが必要 （教育職員免許法別表第８）

⇒ 中学校の教科の免許を持ち、⼩学校で⻑年にわたり専科教員として活躍してきた者が、中学校で
３年以上の勤務経験がないため、⼩学校教諭免許状を取得しづらい状況

在職年数

1年 2年 3年 4年 5年

⼩学校（専科教員）

中学校 ⼩学校（専科教員）

※ ×３単位）

⼤学等の
必要単位

平成28年３⽉ ⽂部科学省通知
当該学校とは「有する免許状の学校」（適⽤に当たり平成31年３⽉まで経過措置あり）

有する免許状の学校での最低在職年数に加え、
授与を受けようとする免許状の学校での在職年数がある場合に必要単位数の軽減として換算
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■ 特定の教科の専⾨性を持った教員の、⼩学校教育に対する専
⾨性が向上
（例）⼩学校の免許状取得の際に学ぶ指導法の知識等

■ 教員確保という観点からの⼈材の有効活⽤
⼩学校専科教員が、⼩学校（全科）の教員免許を所持することにより、

他教科の指導等が可能
⇒ 校内での⼈事配置等において柔軟な対応が可能

期待する効果

中学校教諭普通免許状所持者が、⼩学校教諭⼆種免許状を取
得する場合に、 ⼩学校の専科教員の在職年数を含めるなどの軽減
措置を講ずること。

提 案
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